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○木津川市交流会館条例 

平成19年３月12日条例第130号 

改正 

平成21年10月６日条例第27号 

平成24年３月30日条例第11号 

木津川市交流会館条例 

（設置） 

第１条 市民相互の交流を促進し、地域活動の振興に資するとともに、文化の向上及び福祉の増進

を図り、住み良いまちづくりを推進するため、木津川市交流会館（以下「交流会館」という。）

を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

木津川市中央交流会館 木津川市木津宮ノ内92番地 

木津川市西部交流会館 木津川市相楽高下４番地９ 

木津川市東部交流会館 木津川市木津宮ノ堀149番地 

（事業等） 

第３条 交流会館は、交流会館の設置の目的を達成するための必要な事業及び施設等の利用に関す

る業務を行う。 

（開館時間） 

第４条 交流会館の開館時間は、午前９時から午後10時までとする。ただし、木津川市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第５条 交流会館の休館日は、次のとおりとする。 

(１) 月曜日 

(２) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨

時に休館することができる。 

（利用の許可） 
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第６条 交流会館の施設及びその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可

を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 教育委員会は、交流会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けること

ができる。 

（利用の制限） 

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(２) 施設又は附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

(３) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、第１条の設置の目的に反すると認められるとき。 

（使用料） 

第８条 第６条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、別表第１に定める使用料

を納付しなければならない。 

（使用料の納付） 

第９条 使用料は、利用許可と同時にその全額を納付しなければならない。ただし、教育委員会が

特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（使用料の減免） 

第10条 教育委員会は、特別な事由があると認められる場合には、別表第２に定める施設及び設備、

備品等使用料減免基準に基づき使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により交流会館を利

用できない場合その他教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（権利譲渡等の禁止） 

第12条 利用者は、施設を利用する権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は許可した目的以外に利用

してはならない。 

（利用許可の取消し等） 

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用

を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者が損害を受けても、市は

その責めを負わない。 
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(１) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はこれらに基づく指示に従わ

ないとき。 

(２) 第６条第１項の規定による利用許可の申請事項に虚偽の記載又は不正な手段により許可を

受けたとき。 

(３) 第６条第２項の許可条件に違反したとき。 

(４) 第７条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。 

（善管義務等） 

第14条 利用者は、交流会館の施設及び附属設備を善良な管理のもとに利用しなければならない。 

２ 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を

撤去し、施設を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償の義務） 

第15条 利用者は、交流会館の利用に際し、その施設及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失し

たときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第16条 教育委員会は、交流会館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法（昭和22年法律第

67号。以下「法」という。）第244条の２第３項の規定により、指定管理者（同項に規定する指定

管理者をいう。以下同じ。）に交流会館の管理を行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 交流会館の利用の許可及び使用料の収受に関する業務 

(２) 交流会館の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(３) 第１条の設置の目的を達成するために必要な事業の企画及び実施に関する業務 

(４) 教育委員会の承認を受け、交流会館の開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館

すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、交流会館の運営に関する事務のうち、教育委員会のみの権限

に属する事務を除く業務 

（利用料金） 

第18条 教育委員会は、第16条の規定により交流会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、法第
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244条の２第８項の規定により、交流会館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定

管理者の収入として収受させることができる。 

２ 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を

得て定めるものとする。 

３ 教育委員会は、前項の承認を行ったときは、速やかにこれを告示するものとする。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に交流会

館の管理を行わなければならない。 

（指定管理者に関する準用） 

第20条 第６条から第11条まで及び第13条並びに別表の規定は、指定管理者について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるもの

とする。 

（委任） 

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年３月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の木津町交流会館の設置及び管理に関する条例（平

成６年木津町条例第27号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規

定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成21年10月６日条例第27号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日条例第11号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

別表第１（第８条、第18条関係） 

１ 木津川市中央交流会館使用料 

区分 
午前 午後 夜間 

午前９時～ 午後１時～ 午後６時～ 
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正午 午後５時 午後10時

多目的ホール 
基本使用料 3,000円 4,000円 4,000円

冷暖房費 １時間あたり1,000円 

研修室１ １時間あたり200円 

研修室２ １時間あたり200円 

クラフト室１ １時間あたり200円 

クラフト室２ １時間あたり100円 

調理教室 １時間あたり400円 

会議室１ １時間あたり200円 

会議室２ １時間あたり200円 

和室 せせらぎの間 １時間あたり200円 

うずの間 １時間あたり200円 

さざなみの間 １時間あたり400円 

冷暖房費 

多目的ホール以外の施設 

１時間あたり200円 

多目的広場 基本使用料 1,000円 1,500円 1,500円 

備考 

(１) 市外団体等が利用する場合の使用料は、倍額とする。 

(２) 商品の展示、販売及び営利を目的として利用する場合の使用料は、倍額とする。 

(３) 多目的広場をゲートボールで利用する場合の使用料は、免除とする。 

(４) 多目的ホールの延長料金は、30分以上１時間未満は１時間とし、１時間あたり「午前」の

使用料の３分の１の額とする。 

(５) 使用料の額には、消費税相当額を含む。 

２ 木津川市西部交流会館使用料 

区分 

午前 午後 夜間 

午前９時～ 午後１時～ 午後６時～ 

正午 午後５時 午後10時

集会室 
基本使用料 1,500円 2,000円 2,000円

冷暖房費 １時間あたり500円 
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会議室１ １時間あたり200円 

会議室２ １時間あたり200円 

和室１ １時間あたり150円 

和室２ １時間あたり300円 

冷暖房費 

集会室以外の施設 

１時間あたり200円 

備考 

(１) 市外団体等が利用する場合の使用料は、倍額とする。 

(２) 商品の展示、販売及び営利を目的として利用する場合の使用料は、倍額とする。 

(３) 集会室の延長料金は、30分以上１時間未満は１時間とし、１時間あたり「午前」の使用料

の３分の１の額とする。 

(４) 使用料の額には、消費税相当額を含む。 

３ 木津川市東部交流会館使用料 

区分 

午前 午後 夜間 

午前９時～ 午後１時～ 午後６時～ 

正午 午後５時 午後10時

多目的ホール 
基本使用料 1,500円 2,000円 2,000円

冷暖房費 １時間あたり500円 

和室１ １時間あたり200円 

和室２ １時間あたり150円 

調理教室 １時間あたり300円 

カルチャールーム１ １時間あたり300円 

カルチャールーム２ １時間あたり200円 

冷暖房費 

多目的ホール以外の施設 

１時間あたり200円 

屋外広場 600円 800円 800円

備考 

(１) 市外団体等が利用する場合の使用料は、倍額とする。 

(２) 商品の展示、販売及び営利を目的として利用する場合の使用料は倍額とする。 
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(３) 多目的ホールの延長料金は、30分以上１時間未満は１時間とし、１時間あたり「午前」の

使用料の３分の１の額とする。 

(４) 使用料の額には、消費税相当額を含む。 

４ 備品使用料 

施設名 室名 品名 単位 金額 

木津川市中央

交流会館 

多目的ホール 音響設備 １式 2,000円

照明装置 １式 2,000円

 ビデオプロジェクター １式 3,000円

 音響反射板 １式 2,000円

 ピアノ １台 1,000円

研修室 音響設備 １式 500円

 スライド映写機 １式 500円

 オーバーヘッドプロジェクター １式 500円

会議室 音響設備 １式 500円

 ビデオプロジェクター １式 1,000円

クラフト室 陶芸用電気窯釜 １時間 100円

和室 茶道具 １式 1,000円

 カラオケ設備 １式 1,000円

木津川市西部

交流会館 
集会室 音響設備 １式 500円

木津川市東部

交流会館 

多目的ホール 音響設備 １式 1,000円

ビデオプロジェクター １式 1,000円

 ピアノ １台 500円

和室 カラオケ設備 １式 1,000円

備考 

(１) 市外団体等が利用する場合の使用料は、倍額とする。 

(２) 商品の展示、販売及び営利を目的として利用する場合の使用料は、倍額とする。 

(３) 附属設備の使用料は、施設利用許可時間を単位とする。 

(４) 附属設備を部分的に利用する場合も同額とする。 
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(５) 使用料の額には、消費税相当額を含む。 

(６) 舞台・音響・照明等の技術者の増員については、会館指定の業務委託業者を充てることを

原則とする。その場合における必要経費は、利用者の負担とする。 

別表第２（第10条関係） 

施設及び設備、備品等使用料減免基準 

事業運営の区分 利用者区分 

減免率 

備考 
施設使用料 

設備・備品使

用料 

音響・照明等

増員の人件

費 

（Ａ）市又は市の執行

機関たる委員会等が

行う事業 

市、教育委員会

等 

100％ 100％ ０％ ※冷暖房費100％

減免、自己負担

に相当する消

耗品費等は、減

免しない。 

（Ｂ）市又は市の執行

機関たる委員会等が

属する広域団体等が

行う事業 

相楽郡内等 50％ 50％ ０％ ※自己負担に相

当する、冷暖房

費、消耗品費等

は、減免しな

い。 （Ｃ）市内の区・自治

会等の住民団体が行

う事業 

自治会等 100％ 70％ ０％ 

（Ｄ）市又は教育委員

会に登録された音楽

芸術、社会福祉、社

会教育、関係団体が

行う事業及び市又は

市の執行機関たる委

員会が後援する事業 

①市内団体の

場合 

50％ 50％ ０％ 

②市内の社会

教育、文化団

体等の上部

又は広域団

体の場合 

30％ 30％ ０％ 
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○木津川市交流会館条例施行規則 

平成19年３月12日教育委員会規則第39号 

木津川市交流会館条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、木津川市交流会館条例（平成19年木津川市条例第130号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用許可の申請） 

第２条 条例第６条の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、交流会館利用許可

申請書（別記様式第１号）を教育長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請の受付は、次の区分により行う。 

(１) 木津川市内の団体 利用日の６月前から３日前まで 

(２) 前号に掲げる団体以外の団体 利用日の２月前から３日前まで 

（利用許可書の交付） 

第３条 教育長は、木津川市交流会館（以下「交流会館」という。）の利用を許可したときは、交

流会館利用許可書（別記様式第２号。以下「利用許可書」という。）を申請者に交付するものと

する。 

（利用の変更等） 

第４条 交流会館の利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、許可事項を変更し、又は

利用の取消しをしようとするときは、交流会館利用変更許可・取消し申請書（別記様式第３号）

に利用許可書を添えて、教育長に提出しなければならない。 

２ 教育長は、前項の利用の変更、取消しを認めたときは、使用料を精算するとともに、交流会館

利用変更・取消し許可書（別記様式第４号）を利用者に交付するものとする。 

（使用料の減免の申請） 

第５条 条例第10条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、交流会館使用料減免申請書（別

記様式第５号）を教育長に提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第６条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当す

る場合とし、その額は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 利用者の責めによらない理由により利用ができないとき 全額 
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(２) 教育長が公益上その他やむを得ない理由により利用の許可を取り消したとき 全額 

(３) 利用者が利用日の２月前までに第４条第１項の申請をして、利用許可の取消しを受けたと

き 全額 

(４) 利用者が利用日の１月前までに第４条第１項の申請をして、利用許可の取消しを受けたと

き ５割相当額 

(５) 第４条第２項の規定により利用変更の許可を受けたとき 過納額 

（遵守事項） 

第７条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 許可を受けた施設及び附属設備以外のものを利用しないこと。 

(２) 許可を受けた場所以外で飲食しないこと。 

(３) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。 

(４) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をしないこと。 

(５) 許可を受けないで寄附金品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売

しないこと。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認める行為をしないこと。 

（損傷等の届出） 

第８条 利用者は、施設及び附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに係員にそ

の旨を届け出て、その指示を受けなければならない。 

（指定管理者に関する準用） 

第９条 条例第16条の規定により、交流会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、第２条

から第７条までの規定は、指定管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「教

育長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第１号から別記様式第５号までの規定中「木津川

市教育長」とあるのは「木津川市交流会館指定管理者」と読み替えるものとする。 

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年３月12日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の木津町交流会館の設置及び管理に関する条例施行

規則（平成６年木津町規則第22号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当

規定によりなされた手続その他の行為とみなす。 
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別記様式第１号（第２条関係） 
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別記様式第２号（第３条関係） 
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別記様式第３号（第４条関係） 
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別記様式第４号（第４条関係） 
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別記様式第５号（第５条関係） 
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施設の法定（定期）点検及び保守管理一覧表 

■中央交流会館   

内容 種類 頻度 その他 

特殊建築物等調査報告 法定点検 １回／３年 建築基準法 

建築設備検査報告 法定点検 １回／１年 建築基準法 

消防設備点検 
法定点検（機器） １回／１年 

消防法 
法定点検（総合） １回／１年 

防火対象物定期点検 法定点検 １回／１年 消防法 

昇降機（エレベーター） 
法定点検 １回／１年 建築基準法 

定期点検 １回／１月  

電気設備（電気工作物） 
法定点検 １回／１年 

電気事業法 
定期点検 ６回／１年 

空調設備 
法定点検 １回／３年 フロン排出抑制

法 簡易定期点検 １回／四半期 

空調設備保守 定期点検 ２回以上／１年  

移動観覧席保守 定期点検 １回以上／１年 中央：ホール 

舞台機構保守（吊物） 定期点検 ３回以上／１年  

舞台音響保守 定期点検 ２回以上／１年  

舞台照明保守 定期点検 ２回以上／１年  

自動ドア保守 定期点検 ４回／１年  

ピアノ保守点検 定期点検 １回／１年  

機械警備 施設管理 日常  

施設清掃 施設管理 随時  

 

■西部交流会館 

 

内容 種類 頻度 その他 

昇降機（エレベーター） 
法定点検 １回／１年 建築基準法 

定期点検 １回／１月  

消防設備点検 
法定点検（機器） １回／１年 

消防法 
法定点検（総合） １回／１年 

防火対象物定期点検 法定点検 １回／１年 消防法 

空調設備保守 定期点検 ２回以上／１年  

自動ドア保守 定期点検 ４回／１年  

機械警備 施設管理 日常  

施設清掃 施設管理 随時  
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木津川市中央・西部交流会館収支決算（令和元年度～令和４年度） 

（収入の部） 
金額 （単位：円） 

備考 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4 年度 

指定管理料 21,917,000 22,054,000 22,765,000 22,333,000   

目的達成事業 

収入 
6,972,190 5,150,400 7,356,765 10,296,915   

施設使用料 4,873,825 4,115,600 4,717,700 5,211,325   

その他 

（コピー代等） 
24,970 12,950 17,120 0   

計 33,787,985 31,332,950 34,856,585 37,841,240   

      

（支出の部） 
金額 （単位：円） 

備考 
令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4 年度 

人件費 15,569,719 16,732,930 16,717,844 18,015,719 給与・賃金・福利厚生費等 

委託料 4,213,399 4,301,062 4,444,398 4,350,144 委託業者支払等 

教室委託

費・諸謝金 
5,608,095 4,135,040 5,741,874 8,080,404   

租税公課 1,374,200 1,518,321 1,725,900 1,614,021   

通信運搬費 294,482 283,528 303,612 257,459   

消耗品費 347,152 298,148 334,445 403,726   

修繕費 499,205 314,000 213,521 781,935   

印刷製本費 51,300 52,250 0 52,250   

燃料費 11,374 8,141 8,837 10,280   

水道光熱費 5,528,749 4,888,512 5,101,167 6,621,254   

賃借料・使用料 27,700 0 28,960 0   

保険料 52,720 8,830 47,090 26,960   

その他雑費 27,700 25,000 46,980 51,480   

計 33,605,795 32,565,762 34,714,628 40,265,632   

      

※本収支決算書は、指定管理者の収支決算書の収支をまとめたものです。 
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木津川市中央交流会館・西部交流会館 令和元年度～令和４年度利用状況一覧 

＜中央交流会館＞     

利用人数(人) 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

多目的ホール 20,965 9,395 12,882 18,692 

研
修
室 

研修室１ 1,260 216 154 323 

研修室２ 424 117 58 79 

２部屋利用 4,396 2,319 3,245 5,211 

クラフト室１ 1,399 1,108 921 1,379 

クラフト室２ 3,180 986 1,098 2,051 

調理室 1,299 27 293 672 

会
議
室 

会議室１ 1,065 281 162 171 

会議室２ 52 576 412 425 

２部屋利用 2,584 1,738 2,375 4,574 

和
室 

せせらぎ 433 78 77 99 

うず 33 0 0 0 

さざなみ 343 56 60 103 

２部屋利用 333 122 251 580 

３部屋利用 3,274 969 993 2,751 

多目的広場 611 0 15 164 

合計 41,651 17,988 22,996 37,274 
      

＜西部交流会館＞     

利用人数(人) 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

集会室 8,143 4,515 4,442 5,295 

会
議
室 

会議室１ 3,776 2,070 2,324 3,046 

会議室２ 2,695 1,543 1,470 1,694 

２部屋利用 204 250 393 518 

和
室 

和室１ 387 697 153 34 

和室２ 903 97 64 17 

２部屋利用 1,490 685 1,030 1,362 

合計 17,598 9,857 9,876 12,596 
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木津川市中央交流会館・西部交流会館 令和元年度～令和４年度施設稼働率一覧 

＜中央交流会館＞     

稼働率（%） 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

多目的ホール 60.9% 49.9% 70.5% 70.2% 

研
修
室 

研修室１ 36.3% 21.4% 36.8% 35.3% 

研修室２ 30.9% 19.3% 35.8% 30.0% 

クラフト室１ 21.1% 18.3% 17.6% 17.1% 

クラフト室２ 33.3% 17.7% 21.8% 29.3% 

調理室 14.5% 0.2% 3.9% 6.6% 

会
議
室 

会議室１ 23.4% 16.1% 32.6% 35.3% 

会議室２ 13.1% 17.9% 35.5% 37.8% 

和
室 

せせらぎ 18.2% 10.8% 17.8% 20.2% 

うず 15.8% 11.7% 18.7% 24.2% 

さざなみ 17.0% 13.1% 19.3% 23.6% 

多目的広場 5.7% 0.0% 0.1% 1.7% 

平均稼働率 24.2% 16.4% 25.9% 27.6% 

      

＜西部交流会館＞     

稼動率(%） 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

集会室 72.0% 63.1% 64.3% 63.4% 

会
議
室 

会議室１ 27.6% 25.6% 27.9% 28.0% 

会議室２ 34.0% 29.7% 29.7% 28.6% 

和
室 

和室１ 13.3% 12.5% 21.9% 18.4% 

和室２ 15.1% 6.7% 20.1% 17.9% 

平均稼働率 32.4% 27.5% 32.8% 31.3% 
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木津川市中央交流会館・西部交流会館 令和元年度～令和４年度 施設使用料一覧 

＜中央交流会館＞     

利用料(円) 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

多目的ホール 1,579,400 1,185,800 1,567,500 2,164,500 

研
修
室 

研修室１ 132,900 32,800 15,800 82,300 

研修室２ 64,500 22,000 9,300 14,000 

２部屋利用 287,400 217,950 354,350 388,950 

クラフト室１ 217,300 180,200 149,400 221,400 

クラフト室２ 189,350 89,200 99,700 170,400 

調理室 197,200 4,000 46,200 103,600 

会
議
室 

会議室１ 139,500 43,800 39,800 64,100 

会議室２ 17,300 83,000 71,800 66,000 

２部屋利用 157,100 174,400 144,750 198,300 

和
室 

せせらぎ 57,200 9,800 10,600 11,900 

うず 5,000 0 0 0 

さざなみ 33,000 20,200 21,400 38,200 

２部屋利用 61,600 33,400 46,800 145,800 

３部屋利用 171,200 121,400 105,400 171,200 

多目的広場 32,250 0 1,500 9,250 

合計 3,342,200 2,217,950 2,684,300 3,849,900 
      

＜西部交流会館＞     

利用料（円） 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

集会室 691,900 507,000 468,250 668,875 

会
議
室 

会議室１ 306,300 258,300 287,500 243,400 

会議室２ 351,350 239,500 242,000 208,200 

２部屋利用 7,600 16,600 38,800 22,000 

和
室 

和室１ 40,300 87,550 10,400 37,200 

和室２ 75,300 28,800 2,600 28,150 

２部屋利用 58,875 38,250 111,250 75,825 

合計 1,531,625 1,176,000 1,083,025 1,361,425 
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木津川市中央交流会館・西部交流会館 令和元年度～令和４年度施設利用一覧 

＜中央交流会館＞             

  
令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

利用者数 稼働率 利用料 利用者数 稼働率 利用料 利用者数 稼働率 利用料 利用者数 稼働率 利用料 

多目的ホール 20,965 60.9% 1,579,400 9,395 49.9% 1,185,800 12,882 70.5% 1,567,500 18,692 70.2% 2,164,500 

研
修
室 

研修室１ 1,260 36.3% 132,900 216 21.4% 32,800 154 36.8% 15,800 323 35.3% 82,300 

研修室２ 424 30.9% 64,500 117 19.3% 22,000 58 35.8% 9,300 79 30.0% 14,000 

２部屋利用 4,396 ‐ 287,400 2,319 ‐ 217,950 3,245 ‐ 354,350 5,211 ‐ 388,950 

クラフト室１ 1,399 21.1% 217,300 1,108 18.3% 180,200 921 17.6% 149,400 1,379 17.1% 221,400 

クラフト室２ 3,180 33.3% 189,350 986 17.7% 89,200 1,098 21.8% 99,700 2,051 29.3% 170,400 

調理室 1,299 14.5% 197,200 27 0.2% 4,000 293 3.9% 46,200 672 6.6% 103,600 

会
議
室 

会議室１ 1,065 23.4% 139,500 281 16.1% 43,800 162 32.6% 39,800 171 35.3% 64,100 

会議室２ 52 13.1% 17,300 576 17.9% 83,000 412 35.5% 71,800 425 37.8% 66,000 

２部屋利用 2,584 ‐ 157,100 1,738 ‐ 174,400 2,375 ‐ 144,750 4,574 ‐ 198,300 

和
室 

せせらぎ 433 18.2% 57,200 78 10.8% 9,800 77 17.8% 10,600 99 20.2% 11,900 

うず 33 15.8% 5,000 0 11.7% 0 0 18.7% 0 0 24.2% 0 

さざなみ 343 17.0% 33,000 56 13.1% 20,200 60 19.3% 21,400 103 23.6% 38,200 

２部屋利用 333 ‐ 61,600 122 ‐ 33,400 251 ‐ 46,800 580 ‐ 145,800 

３部屋利用 3,274 ‐ 171,200 969 ‐ 121,400 993 ‐ 105,400 2,751 ‐ 171,200 

多目的広場 611 5.7% 32,250 0 0.0% 0 15 0.1% 1,500 164 1.7% 9,250 

合計 41,651 24.2% 3,342,200 17,988 16.4% 2,217,950 22,996 25.9% 2,684,300 37,274 27.6% 3,849,900 
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＜西部交流会館＞             

  
令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

利用者数 稼働率 利用料 利用者数 稼働率 利用料 利用者数 稼働率 利用料 利用者数 稼働率 利用料 

集会室 8.143 72.0% 691,900 4,515 63.1% 207,000 4,442 64.3% 468,250 5,925 63.4% 668,875 

会
議
室 

会議室１ 3,776 27.6% 306,300 2,070 25.6% 258,300 2,324 28.0% 243,400 3,046 28.0% 287,500 

会議室２ 2,695 34.0% 351,350 1,543 29.7% 239,300 1,470 28.6% 208,200 1,694 28.6% 242,000 

２部屋利用 204 - 7,600 250 - 16,600 393 - 22,000 518 - 38,800 

和
室 

和室１ 387 13.3% 40,300 697 12.5% 87,550 153 18.4% 37,200 34 18.4% 10,400 

和室２ 903 15.1% 75,300 97 6.7% 28,800 64 17.9% 28,150 17 17.9% 2,600 

２部屋利用 1,490 - 58,875 685 - 38,250 1,030 - 75,825 1,362 - 111,250 

合計 17,598 32.4% 1,531,625 9,857 27.5% 1,176,000 9,876 32.8% 1,083,025 12,596 31.3% 1,361,425 

 


